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 3 

三鷹市は・・・ 
  

 

面積：16.5ｋｍ２  

人口：約18万6千人 

世帯：9万3千世帯 

 

新宿から約15km、JR中央線で15分 

東京23区に隣接する武蔵野の面影を
残す住宅都市 

井の頭公園・玉川上水・ジブリ美術館 

 3 
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三鷹市の人口動向 

 4 

平成29年4月1日 
 
人口：185,725人 
 
就学前児童数：9,635人 
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三鷹市の組織  

                               （平成29年4月1日） 

 5 

企画部 企画経営課　財政課　秘書広報課　情報推進課　都市再生推進本部事務局　

総務部 政策法務課　職員課　契約管理課　防災課　土地対策課　相談・情報課

市民部 市民課　市民税課　資産税課　納税課　保険課

生活環境部 コミュニティ課　環境対策課　ごみ対策　生活経済課

スポーツと文化部 芸術文化課　生涯学習課　スポーツ推進課

健康福祉部 地域福祉課　障がい者支援課　高齢者支援課　生活福祉課　健康推進課

子ども政策部　 児童青少年課　子ども育成課　子育て支援課　子ども発達支援課

都市整備部 まちづくり推進課　公共施設課　道路交通課　建築指導課　下水道課　緑と公園課

会計課

教育部 総務課　学務課　指導課　図書館　小学校　中学校

その他の行政委員会 議会事務局　選挙管理委員事務局　監査事務局　公平委員会の事務局　農業委員会事務局

 5 
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昭和31年 
昭和58年 
昭和63年 
 
平成６年 
 
 
平成12年 
 
平成13年 
 
 
平成14年 
 
 
 
平成21年 
 
平成22年 
 
平成25年 
 
 
平成27年 
 
平成28年 
 
平成29年 
 
 

障がい児支援   子育て支援 

北野ハピネスセンター開所 

全国初の公立保育所での0歳児保育開始 

6 

      相談事業、緊急一時保育事業、ショートステイ事業 

市立保育所による「地域開放事業」開始 

 子ども家庭支援センター「すくすくひろば」開設 

 みたかファミリー・サポート・センター 開設 

 みたか子育てねっと開始 

  子ども家庭支援センター「のびのびひろば」開設 

    一時保育事業、トワイライト事業、病児保育、 

    育児支援ヘルパー事業 

三鷹市子ども家庭支援ネットワークの整備 

 三鷹市子育て支援ビジョン策定 

 三鷹市次世代育成支援行動計画（後期）計画策定 

 子ども政策部の創設 

三鷹市子ども発達支援センター開設 

 市民センター周辺地区整備基本プラン策定 

三鷹市北野ハピネスセンターの今後のあり方に

関する報告書 

三鷹市子ども発達支援センター（仮称）におけ

る関係機関との効果的な連携に関する報告書 

北野ハピネスセンターの将来的な発展の方向性

についての報告書 

 子ども発達支援センターのあり方（基本方針） 

第三次基本計画（幼児部門移転構想） 

 子ども・子育て支援事業計画の策定 

子育て・障がい児施策の推移 

 6 



Mitaka city.Tokyo◇http://www.city.mitaka.tokyo.jp/ 

三鷹市の組織 2 

                               （平成29年4月1日） 

 7 

企画部 企画経営課　財政課　秘書広報課　情報推進課　都市再生推進本部事務局　

総務部 政策法務課　職員課　契約管理課　防災課　土地対策課　相談・情報課

市民部 市民課　市民税課　資産税課　納税課　保険課

生活環境部 コミュニティ課　環境対策課　ごみ対策　生活経済課

スポーツと文化部 芸術文化課　生涯学習課　スポーツ推進課

健康福祉部 地域福祉課　障がい者支援課　高齢者支援課　生活福祉課　健康推進課

子ども政策部　 児童青少年課　子ども育成課　子育て支援課　子ども発達支援課

都市整備部 まちづくり推進課　公共施設課　道路交通課　建築指導課　下水道課　緑と公園課

会計課

教育部 総務課　学務課　指導課　図書館　小学校　中学校

その他の行政委員会 議会事務局　選挙管理委員事務局　監査事務局　公平委員会の事務局　農業委員会事務局

北野ハピネスセンター 

     子ども発達支援センター 

 7 
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全ての子どもが健やかに育つ支援拠点 

 子育て世代包括支援センター機能の中核施設とし

て、地域子育て支援拠点（親子ひろば）事業等を実

施し、総合保健センターや子ども家庭支援センター

などの関係部署とも連携し、全ての子どもの健やか

な育ちを支援します。 

地域子育て支援拠点（親子ひろば）事業等の実施 

 地域の中核的な療育支援施設として、障がいや発達等に

課題のある子どもに対し、療育、訓練・相談等を実施。 

 保育所や幼稚園等を訪問し、子どもへの直接支援や在籍

園の保育力向上にむけた支援を実施。 

 発達等に課題のある子どもとその家族への支援や地域へ

の啓発を実施 

保健センターや子ども家庭支援センターなどとの連携 

子育て支援 

療育支援 

個人の必要性に応じた療育支援の提供 

子ども・地域・保護者への支援の充実 
支援のイメージ 

子ども発達支援センターの方向性 

８ 
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子ども発達支援センターの事業 
 地域支援部門 
  親子ひろば 
  一時保育 
  利用者支援 
 
 療育部門 
  発達の相談     0歳～18歳     
  専門療育訓練    0歳～就学前まで     
  児童発達支援事業 「くるみ幼児園」2歳～就学前まで 32人定員 
 
 施設貸出し 
  体育室を市民団体に貸し出し 
   18時～21時（900円）、21時～22時（300円） 
 
 
 
 

 

  

9 

子ども発達支援センターの事業 

9 
 9 
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子ども発達支援センター写真 

10 

元気創造プラザ全景 

利用者支援 

親子ひろば室 

交流サロン 
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療育支援での考え方 1 

幼児期に育てたい力 
 

 豊かな発達を支えるための豊かなコミュニケーションの力 

 

 食事  → 体の栄養 

 あそび → 心の栄養 

 

 バランスのとれたあそびの三大栄養素 

      体の動き 

      人と人との関わりのあるあそび 

      共有のあるあそび   

                  

 コミュニケーション関係を育てるために必要なこと 

      楽しくあそぶ 

      環境作り 
 

    

  

 
 

11 
11 
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療育支援での考え方 2 

12 

幼児期に育てたい力 
 

 生活リズム 
 

 生活リズムの安定により子どもに育つ力は？ 
   

 一日の生活の見通しが持てる 

           ↓ 

 この次には○○があるな・・・ 
           ↓ 

 ○○の準備をする、片づける  

 

                自ら気づいて動ける力へ！ 
 

 

 

 

    

  

 
 

12 



Mitaka city.Tokyo◇http://www.city.mitaka.tokyo.jp/ 

療育支援での考え方 3 

幼児期に育てたい力 

 
 

 ・ 豊かな発達を支えるための 

           豊かなコミュニケーション関係 

 

 ・ 生活リズム 
 

13 

  障がいがある・ない ではなく、 この年齢の時期への丁寧な子育て 

13 
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具体的な取組み 

14 

親子ひろばと児童発達支援事業、療育部門が連携している具
体的な取り組み 

 

親子ひろば室を利用した発達支援 
 

【親子グループのねらい】 
・保護者の子育て力の向上をめざし、生活の中で、子どもの発育・発達の姿や 
                    特性に気づき、よりよい関わり方ができるよう支援する 
・子どもの生活リズムや生活習慣を整える 
・保護者の不安感、負担感の軽減、保護者同士の交流の場の提供 
・地域の中での保護者同士のつながりの場の提供 
 
【具体的支援】 
・発達課題に合わせた活動（親子でのあそび） 
・個別相談 
   （個々の課題に合わせた生活の整え方や関わり方への継続支援） 
・専門職員による相談、支援（心理・栄養士・保健師・保育士・ＣＷ） 
 

 

 

 
14 
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ひろばの利用状況 

15 

障がいがある児童の親子ひろばの利用状況について 

 

親子ひろば 

 親子グループ終了後の利用のひろがり 

  

 

全ての子どもと子育て家庭にとって 

 ・障がいがあっても、気軽に来ることができる・・・・ 
  （子どもの最善の利益を保障） 
 ・インクルーシブな社会を目指して・・・・ 
  （家族まるごとを受け入れる社会に） 
 

 

 

 

  

 

 

15 
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子ども発達支援センター来館者数 

  

療育 地域子育て支援 

行事等 来館者数 
外来 

くるみ 
幼児園 

親子 
ひろば 

 

一時保育 
利用者 
支援 

（電話相談
含まず） 

親子 
 グループ 
：親子人数 

セラピー等 
除：巡回 

一般 講座 

４月 28 70 367 632 28 33 35 
オープニング 
セレモニー 100 1293 

５月 62 238 498 623 26 121 58     1626 

６月 72 283 587 857 60 152 76     2087 

７月 116 275 525 898 72 76 44 療育公開 65 2071 

８月 28 271 329 954 49 0 31     1662 

16 
16 
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療育部門の利用者推移 

17 

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

0歳児 19 13 16 19 14

1歳児 52 50 35 44 51

2歳児 82 99 101 81 107

3歳児 94 112 132 132 110

4歳児 118 114 127 162 180

5歳児 107 133 128 142 182

合計 472 521 539 580 644

   
  利用件数の推移（北野ハピネスセンター） 

17 



妊娠期からの切れ目のない支援体制「ウェルカムベビープロジェクト みたか 
と就学後の支援」～三鷹市における子育て世代包括支援センター機能の確保～ 

○  現状様々な機関が個々に行っている妊娠期から子育て期にわたるまでの支援について、ワンストップ相談窓口（子育て世代包括    
 支援センター機能）を確保し、切れ目のない支援を実施。 
○  ワンストップ拠点には、保健師、ソーシャルワーカー等を配置してきめ細やかな支援を行うことにより、地域における子育て世  
 帯の「安心感」を醸成する。 
  ➢平成27年度実施：138市町村→251市町村（平成28年度実施予定）  ※平成32年度末までに全国展開（母子保健法第22条に規定） 
  

地域ごとの工夫をこらして子育て世代包括支援センターを立ち上げ、コーディネー 
ターが、各機関との連携・情報の共有を図り、妊娠期から子育て期にわたる総合的 
相談や支援をワンストップで行うとともに、全ての妊産婦の状況を継続的に把握し、 
要支援者には支援プランを作成 

地域の実情に応じて、  
産前・産後サポート事業、産 
後ケア事業等を実施 

妊産婦等を支える 
地域の包括支援体制の 
構築 

子育て世代包括支援センター機能 

医療機関 
（産科・小児科医） 

保健所 
児童相談所 

子ども家庭支援センター 
（基本型＋要保護児童対応） 

総合保健センター 
（母子保健型＋母子保健事業）  

子ども発達支援センター 
（基本型＋療育支援） 

地域子育て支援拠点 学校・学童保
育・児童館 

民間機関 

乳児家庭全
戸訪問事業 
  ・ 
新生児 
訪問事業 

妊娠期 

子ども・子育て支援施策 
・保育所・子ども園等 
・里親 
・乳児院 
・その他子育て支援策 
・療育支援 

 情報の共有 

出産 産後 育児期 

妊婦健康診査 

両親学級等 定期健診 予防接種 養子縁組 

産後ケア事業（心身のケアや育児サポート等） 

産前・産後サポート事業（子育て経験者等の「相談しやすい話し相手」等による相談支援） 

子ども家庭支援ネットワークとの連携・協働 

学校等と連携した支援策 
・学童保育所 
・地域子どもクラブ 
・児童館 
・療育支援（教育支援学  
級・放課後デイＳ等連携） 

就学期 

18 
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子育て世代包括支援センター機能の特徴 

１ 健康福祉部と子ども政策部の庁内連携により実施 

（1）母子保健事業と子育て支援事業の連携による切れ目ない支援 

（2）総合保健センター、子ども家庭支援センター及び子ども発達支  

  援センターを直営で実施することによる濃密な連携体制 

 

２ 既存の子ども家庭支援ネットワークの活用 

（1）要保護児童地域対策協議会を発達支援を含むすべての子ども・  

  子育て家庭支援のネットワークへ発展的に拡充 

（2）利用者支援事業のネットワーク化による地域子ども・子育て支   

  援事業の展開 

 

３ 児童発達支援センター事業を子ども政策部が所管 

（1）新制度の利用者支援事業と障がい児相談支援事業等との連携 

（2）地域支援（保育所等訪問支援事業等）の拡充及び人財育成 

（3）学校等と連携した就学期までの切れ目ない相談支援 
 

19 
19 



 

・ひろば事業 

・相談事業 

・子育てグループ育成 

・乳児家庭全戸訪問事業 

“すくすくひろば” 

子ども家庭支援センター 

・周産期センター 

・医療ソーシャルワーカー 

・虐待防止委員会 

（・虐待防止勉強会）   

   杏林大学病院  

・相談(教育・就学） 
・学校への専門職の派遣 

・教育支援関係研修会 

 

・療育相談 

・精神保健 

・電話相談 

・家庭訪問 

保健所 

 

 

公・私立保育園 

・障がい児保育 

・地域への開放・行事 

 への招待 

・保育相談 

 

保育所   

民生・児童委員 

主任児童委員 

母子生活支援施設 

子どもの虐待防止センター 

住民協議会 

コミュニティ・センター 

町会・自治会 

社会福祉協議会 

ボランティア・センター 

東西 

多世代交流センター 

私立幼稚園 

小・中学校 

特別支援学校 

学童保育所 

地域子どもクラブ 

 

地域型保育事業者 

認証保育所 

 

子ども家庭支援ネットワーク 

（要保護児童対策地域協議会） 

図書館 

助産師会 

生活福祉課 

子ども相談室 

ファミリー･サポート・ 

センター 

警察 

企画経営課 

（女性のこころの相談室） 

 

 

・健康診査（乳幼児健診・経過 

       観察健診・発達健診） 

・健康相談（保健・栄養・歯科等） 
・健康講座・各種学級 

・グループ事業（母親、経過観察児） 
・子育て相談（心理相談） 

・家庭訪問 

 総合保健センター  

（健康推進課） 

児童養護施設 

医療機関 

 かかりつけ医 

 専門病院 

医師会 

＜三鷹市子ども家庭支援ネットワーク図＞ 
  要保護児童対策地域協議会の構成メンバーを中心に、 

公私さまざまな団体によって支援の体制が作られています。 

※濃いピンク色は運営委員会の構成機関になります。 

 

 

・児童青少年の 

 健全育成 

・多世代交流センター 

・学童関係 

  

 

子育てグループ 

民間・ＮＰＯ等 

  H29.4.1改定 

歯科医師会 

 

 

・保育所関係 

・私立幼稚園関係 

 

 

地域福祉課 

 子ども育成課 

 児童青少年課 
・ 

 

 

・子ども関係医療費助成 

・子ども関係手当支給 

・母子父子家庭相談、 

 婦人相談 

 

 

  子育て支援課 

教育委員会（学務課・指導課） 

 総合教育相談室 

 

・０～１８才までの各種相談 

（虐待・非行・障がい・養育困難） 
・一時保護、施設入所 

・里親（養育家庭・特別養子縁組） 
 制度の相談、登録、支援 

・愛の手帳判定 

・心理検査 

    児童相談所 

障がい者支援課 

 

 

・子ども家庭支援センター 

・子ども発達支援センター 

 

 子ども発達支援課 

 

・児童発達支援事業（くるみ幼児園） 
・外来訓練（個別・小集団） 
・相談事業 

 （医療・歯科・就園・就学・ 

   福祉サービス・計画相談等） 

・巡回発達相談/研修講座 

 

℡ ０４２２－４０－５９２５ 
 

・相談事業 （電話、面接、家庭訪問、 

         巡回指導・ｹｰｽﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ） 

・子ども家庭支援ネットワーク 

・ひろば事業 

・子育てサービス調整・提供 

（緊急一時保育・ショートステイ・一時保育 

 トワイライトステイ・育児支援ヘルパー ・ 

 養育支援訪問） 

“のびのびひろば” 

子ども家庭支援センター 

子ども発達支援センター 

放課後ディサービス 
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